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東京都マンション改良工事助成制度要綱 

 

 

 

最終改正 平成 27 年 3 月 3 日 26 都市住マ第 338 号局長決定 

 

 

第１章 総   則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、マンションの共用部分を計画的に改良・修繕する管理組合等

に対して、利子補給を行うことにより、居住性能の回復及び管理の適正化を図り、

もって居住水準の向上及び良好な住環境の形成に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年

法律第１４９号）第２条第１号に規定するものをいう。 

 (2) マンション改良工事 マンションの共用部分を改良・修繕する工事又は耐

震性の不足するマンションに対して耐震性を向上させるために行う工事（東京

都マンション耐震化助成制度又は緊急輸送道路耐震化促進事業助成制度の対

象となるものを除く。）をいう。 

(3) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第２条第３号に

規定する団体又は法人をいう。 

(4) 管理規約 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

３条における規約をいう。 

(5) 長期修繕計画 マンションの共用部分に係る経年劣化等に対応するための

修繕の計画及びその実施に係る経費の積算並びにその資金計画をいう。 

(6) 利子補給対象マンション 利子補給の対象となるマンションをいう。 

(7) 旧耐震基準のマンション 昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けた

マンションをいう。 

(8) 簡易な耐震診断 東京都が別に定める内容と同等のものをいう。 

 

 

平成 14 年 4 月 26 日 

13 住開民第 524 号 
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（助成規模） 

第３条 毎年度予算の範囲内において利子補給を行う。 

 

第２章 マンション改良工事に伴う利子補給 

 

（申込資格） 

第４条 マンション改良工事に伴う利子補給を受けようとする者（以下「マンショ

ン改良工事申込者」という。）は、次に掲げる要件を満たす者でなければならな

い。 

(1) 都内に所在する耐火構造の分譲マンションの管理組合であること。 

(2) 独立行政法人住宅金融支援機構（以下「住宅金融支援機構」という。）の「マ

ンション共用部分リフォーム融資」による融資（以下「リフォーム融資」とい

う。）を受けマンション改良工事を行う者であること。 

(3) リフォーム融資を受けるに当たり公益財団法人マンション管理センター

（以下「マンション管理センター」という。）の債務の保証を得る者であるこ

と。 

(4) 本制度による申込が２回目以降の場合で、前回の申込時（１０年以上経過

している場合）に管理規約や長期修繕計画等の改善指導を受けていた場合は、

当該改善指導事項を改善していること。 

(5) 旧耐震基準のマンションについては、天災事変等により被災したマンショ

ンの復興のために利用する場合を除き、耐震診断又は簡易な耐震診断を実施し

ていること。 

 

（利子補給の申込み） 

第５条 マンション改良工事申込者は、利子補給の申込書に別に定める書類を添え

て、知事に申し込まなければならない。 

 

（利子補給交付決定） 

第６条 知事は、前項の規定による書類の提出があったときは、これを審査し、適

格であると認める者をマンション改良利子補給対象者（以下「利子補給対象者」

という。）として決定するとともに利子補給交付を決定し、マンション改良利子

補給資格及び利子補給交付決定通知書により通知する。 

２ リフォーム融資の融資予約金額（以下「利子補給対象額」という。）に１０万

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
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（利子補給対象者資格及び交付決定の取消し） 

第７条 知事は、利子補給対象者が次の各号の一に該当するときは、前条の規定に

よる利子補給対象者としての資格決定及び利子補給交付決定を取り消すことが

できる。 

(1) 偽りの申込みによって利子補給対象者としての決定を受けたとき。 

(2) 住宅金融支援機構の融資承認が取り消される等、リフォーム融資が受けら

れなくなったとき又は融資の契約解除が行われたとき。 

(3) マンション管理センターの債務の保証を得られないとき又は債務の保証契

約の解除が行われたとき。 

(4) 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反し、又は利子補給を受

ける資格等要件を喪失したとき。 

２ 知事は、前項の規定による利子補給対象者としての資格決定及び利子補給交付

決定を取り消したときは、マンション改良利子補給資格及び交付決定取消通知書

により当該利子補給対象者に通知する。 

 

（融資金借受報告及び利子補給額確定申請） 

第８条 利子補給対象者は、住宅金融支援機構の融資金を借り受けた日（以下「融

資実行日」という。）から起算して１５０日以内に、利子補給額確定申請書（以

下「額確定申請書」という。）に、別に定める書類を添えて知事に報告しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項に規定する申請により利子補給対象額を変更する場合は、第６条

の規定により決定した額を限度とする。 

 

（利子補給の額の決定） 

第９条 知事は、前条に規定する額確定申請書が適格と認めるときは、次に掲げる

計算方法により得た額を利子補給の月額として決定する。 

利子補給対象者が住宅金融支援機構から融資を受けるリフォーム融資の年利

率及び償還期間並びに利子補給対象額により算出した元利均等月賦償還相当額

と、リフォーム融資の年利率から１パーセント（リフォーム融資の年利率が１パ

ーセント未満の場合は、当該利率）を減じた利率及び償還期間並びに利子補給対

象額により算出した元利均等月賦償還相当額との差の額 

２ 知事は、前項の規定による利子補給金の額を決定したときは、マンション改良

利子補給額確定通知書により通知する。 
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（利子補給期間） 

第１０条 利子補給期間は、リフォーム融資の返済期間とする。ただし、その期間

が７年を超える場合は７年間とする。 

２ リフォーム融資の融資金の残額の全額を繰上償還した場合、利子補給期間は全

額の繰上償還を実行した日までとする。 

 

（繰上償還） 

第１１条 利子補給対象者は、利子補給期間中いつでもリフォーム融資の融資金の

残額の一部又は全額を繰上償還することができる。この場合、繰上償還を行った

者は、遅滞なく、マンション改良繰上償還報告書により知事に報告しなければな

らない。 

 

第３章 利子補給金の支払等 

 

（利子補給金の支払） 

第１２条 利子補給金は、第９条に規定する利子補給額の確定通知を受けた利子補

給対象者の請求により、年１回支払うものとする。 

２ 前項に規定する利子補給金の支払は、第９条に規定する利子補給の月額を基に

算出した額を、住宅金融支援機構に対する償還金の償還状況を確認した後、行う

ものとする。 

 

（利子補給金の返還） 

第１３条 知事は、利子補給対象者が第７条の規定により利子補給の交付の決定が

取り消されたときは、既に支払った利子補給金の全部又は一部の返還を求めるこ

とができる。 

 

（マンションの保全） 

第１４条 利子補給対象者は、申込みに際し、長期修繕計画を作成するとともに当

該団地の空地を極力緑化する等、利子補給対象マンションの保全に努めなければ

ならない。 

 

第４章 雑  則 

 

（報告及び調査） 

第１５条 知事は、マンション改良工事の利子補給の運営に関し必要があると認め
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るときは、利子補給対象者に対し、必要な事項について報告を求め、又は利子補

給対象マンションの管理状況並びに帳簿及び書類等の調査をすることができる。

この場合において、利子補給対象者は、これに協力しなければならない。 

 

（委 任） 

第１６条 この要綱を実施するために必要な事項は、局長が別に定める。 

 

附 則  

１ この要綱は、平成１４年４月 1日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以前に、廃止前の東京都個人住宅建設資金融資あっせん制

度要綱の規定により申込みを受けたマンション改良工事に係るものについては、

なお従前の例による。 

 

附 則 （平成１５年４月３０日１４住民優第３３５号） （抄） 

１ この要綱は、平成１５年５月１日から施行する。 

 

附 則 （平成１６年３月３１日１５住民優第４３８号） （抄） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成１９年１月１０日１８都市住民第６０４号） 

 この要綱は、平成１９年１月１０日から施行する。 

ただし、第５条(2)、第８条(2)、第９条第１項、第１０条第１項、第１１条第１

項及び第１３条第２項の改正規定中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支

援機構」に改める部分は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成２３年４月２１日２３都市住マ第６３号） （抄） 

１ この要綱は、平成２３年４月２１日から施行する。 

 

附 則 （平成２５年５月１４日２５都市住マ第９７号） （抄） 

１ この要綱は、平成２５年５月１４日から施行する。 

 

附 則 （平成２７年３月３日２６都市住マ第３３８号）  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


